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報道関係者 各位 

 

扶養親族等申告書に係る電子申請サービスの開始と 

「令和６年分扶養親族等申告書」の送付 

 

令和 5 年 9 月 11 日（月）から、スマートフォンやパソコンから簡単に扶養親族等申告書

の提出ができるようになりましたので、ぜひご利用ください。 

例年お送りしている「令和６年分扶養親族等申告書」については、令和 5 年 9 月 14 日

（木）から順次、対象のお客様へお送りします。 

提出期限はいずれも令和 5 年 10 月 31 日（火）です。 

 

１．電子申請サービスの開始 

令和 5 年 9 月 11 日（月）から、扶養親族等申告書は、マイナンバーカードをお持ちの方

は、スマートフォンやパソコンから簡単に電子申請できるようになりました。（※） 

電子申請では、24 時間いつでも、どこでも提出ができ、前年の申告内容等があらかじめ

入力されているため、入力も簡単です。また、扶養親族等申告書を郵送する手間や切手代

が不要となります。ぜひご利用ください。 

※ 電子申請による扶養親族等申告書の提出方法について、詳しくは日本年金機

構のホームページの「マイナポータルを利用した電子申請（扶養親族等申告

書）」をご覧ください。提出方法を説明する動画も併せて掲載します。 

 

 

令和５年９月１３日 

（照会先） 

特定事業部 

特定事業管理グループ長 鈴木 智子 

（電話直通 ０３－６８６１－８１４１） 

経営企画部広報室 

  広報室長   清野 秀明 

（電話直通 ０３－５３４４－１１１０） 

 

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/denshi_fuyo.html 
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３．提出に当たっての留意事項 

 以下の全てに該当される方は、所得税等の各種控除に該当しないため、提出する必要

はありません。 

・ご本人が障害者またはひとり親（寡婦）に該当しない。 

・所得税の控除対象となる配偶者または扶養親族（※1）がいない。 

・退職手当を受ける見込みの配偶者または扶養親族（※2）がいない。 

※１ 年間所得見積額が配偶者は９５万円以下、扶養親族は４８万円以下の方に限ります。 

※２ 退職所得を除いた年間所得見積額が配偶者は９５万円以下、扶養親族は４８万円以下の

方に限ります。 

 

４．扶養親族等申告書のお問い合わせ 

（１）扶養親族等申告書相談チャット 

日本年金機構のホームページでは、扶養親族等申告書に関する一般的なお問い合わ

せにシステムが自動応答する相談チャットを開設しています。お客様からのお問い合わせ

に対し、対話形式により 24 時間いつでも対応します。（※） 

※ 日本年金機構のホームページの「マイナポータルを利用した電子申請（扶養親族等申

告書）」等から利用できます。 

 

（２）扶養親族等申告書お問い合せダイヤル 

（１）の扶養親族等申告書相談チャットで解決できない場合や具体的なお問い合わせ

は、「扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル」で承ります。 

 

 

扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル 

  ０５７０-０８１-２４０ （ナビダイヤル） 

050 から始まる電話でおかけになる場合は (東京) ０３ー６８３７ー９９３２ 

お問合せ時間：月 曜 日   午前 8:30～午後 7:00 

       火～金曜日 午前 8:30～午後 5:15 

       第２土曜日  午前 9:30～午後 4:00 

※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後 7:00 までお受けします。 

   ※土日、祝日（第２土曜日を除く）、12 月 29 日～1 月 3 日はご利用いただけません。 

 

 

以上 






















